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化製場等に関する法律第９条第１項の規定による指定区域 
平成４年３月３１日 

 
告示第４５６号 

化製場等に関する法律第９条第１項の規定による指定区域（昭和３２年北海道告示第１６２８号）
の全部を次のように改正し、平成４年４月１日から施行する。 
化製場等に関する法律（昭和２３年法律第１４０号）第９条第１項の規定による区域として、次の

とおり指定する。 
化製場等に関する法律第９条第１項の規定による指定区域 

市 
市名 指定区域の名称 
旭川
市 

宮下通１丁目から２６丁目まで 

 
１条通１丁目から２５丁目まで  
２条通１丁目から２５丁目まで  
３条通１丁目から２５丁目まで  
４条通１丁目から２５丁目まで  
５条通１丁目から２５丁目まで  
６条通１丁目から２５丁目まで  
７条通１丁目から２４丁目まで  
８条通１丁目及び２丁目  
８条通５丁目から２４丁目まで  
９条通１丁目及び２丁目  
９条通７丁目から２３丁目まで  
１０条通８丁目から２３丁目まで  
１１条通１９丁目から２３丁目まで  
豊岡１条１丁目から９丁目まで  
豊岡２条１丁目から９丁目まで  
豊岡３条１丁目から９丁目まで  
豊岡４条１丁目から９丁目まで  
豊岡５条１丁目から９丁目まで  
豊岡６条１丁目から９丁目まで  
豊岡７条１丁目から９丁目まで  
豊岡８条１丁目から９丁目まで  
豊岡９条１丁目から９丁目まで  
豊岡１０条１丁目から９丁目まで  
豊岡１１条１丁目から９丁目まで  
豊岡１２条１丁目から９丁目まで  
豊岡１３条１丁目から９丁目まで  
豊岡１４条３丁目から９丁目まで  
豊岡１５条４丁目から８丁目まで  
豊岡１６条７丁目及び８丁目  
東光１条１丁目から９丁目まで  
東光２条１丁目から９丁目まで  
東光３条１丁目から９丁目まで  
東光４条１丁目から９丁目まで  
東光５条１丁目から９丁目まで  
東光６条１丁目から９丁目まで  
東光７条１丁目から９丁目まで  
東光８条１丁目から９丁目まで  
東光９条１丁目から９丁目まで  
東光１０条１丁目から９丁目まで 



 
東光１１条１丁目から９丁目まで  
東光１２条１丁目から９丁目まで  
東光１３条１丁目から９丁目まで  
東光１４条１丁目から９丁目まで  
東光１５条２丁目から９丁目まで  
東光１６条３丁目から９丁目まで  
東光１７条４丁目から９丁目まで  
東光１８条４丁目から９丁目まで  
東光１９条５丁目から９丁目まで  
南１条通２０丁目から２６丁目まで  
南２条通２０丁目から２６丁目まで  
南３条通２０丁目から２６丁目まで  
南４条通２０丁目から２６丁目まで  
南５条通２０丁目から２６丁目まで  
南６条通１６丁目から２６丁目まで  
南７条通１７丁目から２６丁目まで  
南８条通１９丁目から２６丁目まで  
南９条通２６丁目  
宮前通東・西  
曙１条１丁目から８丁目まで  
曙２条１丁目から８丁目まで  
曙３条１丁目から７丁目まで  
曙北２条５丁目から８丁目まで  
曙北３条６丁目及び７丁目  
２条西１丁目から４丁目まで  
３条西１丁目から６丁目まで  
４条西１丁目から９丁目まで  
５条西１丁目から９丁目まで  
６条西１丁目から８丁目まで  
７条西１丁目から７丁目まで  
８条西１丁目から６丁目まで  
９条西１丁目から４丁目まで  
亀吉１条１丁目から３丁目まで  
亀吉２条１丁目から３丁目まで  
亀吉３条１丁目から３丁目まで  
常盤通１丁目から３丁目まで  
中常盤町１丁目から３丁目まで  
上常盤町１丁目から３丁目まで  
常盤公園  
パルプ町１条１丁目から８丁目まで  
パルプ町２条２丁目から９丁目まで  
パルプ町３条７丁目から９丁目まで  
大雪通１丁目から９丁目まで  
新富１条１丁目から３丁目まで  
新富２条１丁目及び２丁目  
新富３条１丁目及び２丁目  
金星町１丁目から３丁目まで  
東１条１丁目から４丁目まで  
東２条１丁目から４丁目まで  
東３条１丁目から１１丁目まで  
東４条１丁目から１１丁目まで  
東５条１丁目から１１丁目まで  
東６条１丁目から１０丁目まで 



 
東７条１丁目から１０丁目まで  
東８条１丁目から９丁目まで  
近文町１１丁目から２５丁目まで  
緑町１２丁目から２５丁目まで  
錦町１１丁目から２４丁目まで  
北門町７丁目から２２丁目まで  
旭町１条１丁目から２１丁目まで  
旭町２条１丁目から２０丁目まで  
大町１条１丁目から２０丁目まで  
大町２条１丁目から２０丁目まで  
大町３条４丁目から９丁目まで  
川端町１条４丁目から７丁目まで  
川端町２条４丁目から７丁目まで  
川端町３条４丁目から８丁目まで  
川端町４条４丁目から１０丁目まで  
川端町５条７丁目から１０丁目まで  
川端町６条９丁目及び１０丁目  
川端町７条１０丁目  
本町１丁目から３丁目まで  
花咲町１丁目から７丁目まで  
住吉町１条から７条まで  
春光町一区１条から１１条まで  
春光町二区１条から１１条まで  
春光町三区１条から１１条まで  
春光五区１条１丁目から６丁目まで  
春光五区２条１丁目から６丁目まで  
春光五区３条１丁目から６丁目まで  
春光五区４条１丁目から６丁目まで  
春光五区５条１丁目から６丁目まで  
春光六区１条１丁目から６丁目まで  
春光六区２条１丁目から６丁目まで  
春光六区３条１丁目から６丁目まで  
春光六区４条１丁目から６丁目まで  
四区１条１丁目から６丁目まで  
四区２条１丁目から６丁目まで  
四区３条１丁目から６丁目まで  
末広東１条１丁目から１２丁目まで  
末広東２条１丁目から１２丁目まで  
末広東３条１丁目から７丁目まで  
末広１条１丁目から１２丁目まで  
末広２条１丁目から１２丁目まで  
末広３条１丁目から１２丁目まで  
末広４条１丁目から１２丁目まで  
末広５条１丁目から１２丁目まで  
末広６条１丁目から１２丁目まで  
神居１条１丁目から１８丁目まで  
神居２条１丁目から１８丁目まで  
神居３条１丁目から１８丁目まで  
神居４条１丁目から１８丁目まで  
神居５条１丁目から１８丁目まで  
神居６条１丁目から１８丁目まで  
神居７条１丁目から１８丁目まで  
神居８条１丁目から１７丁目まで 



 
神居９条１丁目から１０丁目まで  
永山１条１９丁目から２４丁目まで  
永山２条１９丁目から２４丁目まで  
永山３条１９丁目から２４丁目まで  
永山４条１９丁目から２４丁目まで  
永山５条１丁目から２４丁目まで  
永山６条１丁目から２４丁目まで  
永山７条２丁目から２１丁目まで  
永山８条２丁目から２１丁目まで  
永山９条２丁目から１２丁目まで  
永山１０条３丁目から１２丁目まで  
秋月１条１丁目及び２丁目  
秋月２条１丁目及び２丁目  
秋月３条１丁目及び２丁目  
神楽１条６丁目から１２丁目まで  
神楽２条２丁目から１２丁目まで  
神楽３条２丁目から１２丁目まで  
神楽４条１丁目から１４丁目まで  
神楽５条１丁目から１４丁目まで  
神楽６条１丁目から１４丁目まで  
神楽７条７丁目から１４丁目まで  
神楽岡公園  
神楽岡１条４丁目から７丁目まで  
神楽岡２条４丁目から７丁目まで  
神楽岡３条４丁目から７丁目まで  
神楽岡４条４丁目から７丁目まで  
神楽岡５条４丁目から７丁目まで  
神楽岡６条３丁目から７丁目まで  
神楽岡７条３丁目から７丁目まで  
神楽岡８条１丁目から６丁目まで  
神楽岡９条１丁目から６丁目まで  
神楽岡１０条１丁目から６丁目まで  
神楽岡１１条１丁目から６丁目まで  
神楽岡１２条１丁目から６丁目まで  
神楽岡１３条３丁目から６丁目まで  
神楽岡１４条３丁目から６丁目まで  
神楽岡１５条３丁目から５丁目まで  
神楽岡１６条３丁目及び４丁目  
緑が丘１条１丁目から４丁目まで  
緑が丘２条１丁目から４丁目まで  
緑が丘３条１丁目から４丁目まで  
緑が丘４条１丁目から４丁目まで  
緑が丘５条１丁目から４丁目まで  
忠和１条４丁目  
忠和２条３丁目及び４丁目  
忠和３条１丁目、３丁目及び４丁目  
忠和４条１丁目から４丁目まで  
忠和５条１丁目から４丁目まで  
忠和６条１丁目から４丁目まで  
忠和７条３丁目及び４丁目  
忠和８条３丁目及び４丁目  
高砂台１丁目から８丁目まで  
神居町台場 



 
旭岡１丁目から６丁目まで  
新星町  
春光台１条１丁目から１２丁目まで  
春光台２条１丁目から１２丁目まで  
春光台３条１丁目から１２丁目まで  
春光台４条１丁目から１２丁目まで  
春光台５条１丁目から１２丁目まで  
東鷹栖東１条１丁目から６丁目まで  
東鷹栖東２条１丁目から６丁目まで  
東鷹栖東３条１丁目から６丁目まで  
東鷹栖１条１丁目から６丁目まで  
東鷹栖２条１丁目から６丁目まで  
東鷹栖３条１丁目から６丁目まで  
東鷹栖４条１丁目から６丁目まで  
東旭川北１条１丁目から８丁目まで  
東旭川北２条５丁目から７丁目まで  
東旭川北３条５丁目及び６丁目  
東旭川南１条１丁目から８丁目まで  
東旭川南２条６丁目 

室蘭
市 

祝津町１丁目から４丁目まで 

 
小橋内町１丁目及び２丁目  
増市町１丁目及び２丁目  
港南町１丁目及び２丁目  
緑町  
西小路町  
沢町  
幕西町  
海岸町１丁目から３丁目まで  
中央町１丁目から３丁目まで  
常盤町  
清水町１丁目及び２丁目  
幸町  
栄町１丁目及び２丁目  
舟見町１丁目及び２丁目  
山手町１丁目から３丁目まで  
入江町  
新富町１丁目及び２丁目  
母恋北町１丁目から３丁目まで  
本町１丁目及び２丁目  
母恋南町１丁目から５丁目まで  
御前水町１丁目から３丁目まで  
御崎町１丁目及び２丁目  
輪西町１丁目から３丁目まで  
中島町１丁目から４丁目まで  
中島本町１丁目から３丁目まで  
知利別町１丁目から４丁目まで  
宮の森町１丁目から４丁目まで  
本輪西町１丁目から５丁目まで  
港北町１丁目から５丁目まで  
柏木町  
東町１丁目から５丁目まで  
寿町１丁目から３丁目まで  
日の出町１丁目から３丁目まで 



 
白鳥台１丁目から５丁目まで  
高砂町１丁目から５丁目まで 

釧路
市 

南大通１丁目から８丁目まで 

 
大町１丁目から８丁目まで  
入舟町３丁目から７丁目まで  
米町１丁目から４丁目まで  
浦見１丁目から８丁目まで  
北大通１丁目から１４丁目まで  
末広町１丁目から１４丁目まで  
栄町１丁目から１２丁目まで  
川上町２丁目から１１丁目まで  
黒金町６丁目から１４丁目まで  
錦町２丁目から５丁目まで  
浪花町３丁目から１３丁目まで  
幸町３丁目から１４丁目まで  
共栄大通１丁目から９丁目まで  
新橋大通１丁目から９丁目まで  
港町  
知人町  
弁天ケ浜  
弥生１丁目及び２丁目  
宮本１丁目及び２丁目  
幣舞町  
富士見１丁目から３丁目まで  
住吉１丁目及び２丁目  
柏木町  
鶴ケ岱１丁目から３丁目まで  
春湖台  
大川町  
春採１丁目から８丁目まで  
千代ノ浦  
益浦１丁目から４丁目まで  
旭町、南浜町、仲浜町及び浜町  
海運１丁目から３丁目まで  
寿１丁目から４丁目まで  
宝町  
城山１丁目及び２丁目  
材木町及び千歳町  
桜ケ岡１丁目から７丁目まで  
新釧路町、川北町、堀川町、新富町、松浦町、双葉町、若松町、春日町、白金町、喜多
町、若草町、若竹町、新栄町、中島町、花園町、川端町、新川町、住之江町、柳町、暁町、
治水町、東川町、豊川町、中園町、入江町、光陽町及び駒場町  
白樺台１丁目から７丁目まで  
興津１丁目から５丁目まで  
紫雲台  
貝塚１丁目から４丁目まで（武佐川以東を除く。）  
緑ケ岡１丁目から６丁目まで  
武佐１丁目から４丁目まで  
愛国東１丁目から４丁目まで  
愛国西１丁目から４丁目まで  
美原１丁目から５丁目まで  
芦野１丁目から５丁目まで  
新富士町１丁目から６丁目まで 



 
昭和（昭和１９７の６６と１９７の６７の境界線の東端と昭和１９０の７９と１９０の１０５の境界
線の西端を結ぶ線の南側の区域）  
昭和町１丁目から４丁目まで  
昭和北１丁目から３丁目まで  
鳥取大通１丁目から９丁目まで  
鳥取北３丁目から１０丁目まで  
鳥取南２丁目から８丁目まで  
星が浦大通１丁目から５丁目まで  
星が浦北１丁目から５丁目まで  
大楽毛１丁目から５丁目まで  
大楽毛南１丁目から５丁目まで  
大楽毛西１丁目及び２丁目  
大楽毛北１丁目及び２丁目 

帯広
市 

大通北１丁目及び北２丁目 

 
南１丁目から南２０丁目まで  
東１条北１丁目及び北２丁目  
南１丁目から南３０丁目まで  
東２条北１丁目及び北２丁目  
南１丁目から南３０丁目まで  
東３条北１丁目  
南１丁目から南２９丁目まで  
東４条北１丁目  
南１丁目から南２９丁目まで  
東５条北１丁目  
南１丁目から南２９丁目まで  
東６条北１丁目  
南１丁目から南２６丁目まで  
東７条北１丁目  
南１丁目から南２５丁目まで  
東８条南１丁目から南２４丁目まで  
東９条南１丁目から南２３丁目まで  
東１０条南１丁目から南２０丁目まで  
東１１条南１丁目から南１６丁目まで  
東１２条南１丁目から南１６丁目まで  
東１３条南２丁目から南８丁目まで  
東１４条南２丁目から南５丁目まで  
東１５条南３丁目及び南４丁目  
西１条北１丁目及び北２丁目  
南１丁目から南３１丁目まで  
西２条北１丁目から北３丁目まで  
南１丁目から南３１丁目まで  
西３条北１丁目から北４丁目まで  
南１丁目から南３１丁目まで  
西４条北１丁目から北６丁目まで  
南１丁目から南３１丁目まで  
西５条北１丁目から北９丁目まで  
南１丁目から南３１丁目まで  
西６条北１丁目から北９丁目まで  
南１丁目から南３１丁目まで  
西７条北１丁目から北９丁目まで  
南１丁目から南３３丁目まで  
西８条北１丁目から北９丁目まで  
南１丁目から南３４丁目まで 



 
西９条北１丁目から北１０丁目まで  
南１丁目から南３４丁目まで  
西１０条北１丁目から北１０丁目まで  
南１丁目から南３４丁目まで  
西１１条北１丁目から北１０丁目まで  
南１丁目から南３４丁目まで  
西１２条北１丁目から北１０丁目まで  
南１丁目から南３４丁目まで  
西１３条北１丁目から北１０丁目まで  
南１丁目から南１７丁目まで  
西１４条北１丁目から北１０丁目まで  
南１丁目から南１７丁目まで  
西１５条北１丁目から北１５丁目まで  
南１丁目から南１７丁目まで  
西１６条北１丁目から北３丁目まで  
南１丁目から南６丁目まで  
西１７条北１丁目から北４丁目まで  
南１丁目から南６丁目まで  
西１８条北１丁目から北４丁目まで  
南１丁目から南６丁目まで  
西２１条南２丁目  
西２２条南１丁目及び南２丁目  
西２３条南１丁目及び南２丁目  
西２４条南１丁目及び南２丁目  
新町東１丁目から１２丁目まで  
新町西１丁目から９丁目まで  
緑ケ丘一条通１丁目から６丁目まで  
緑ケ丘二条通１丁目から６丁目まで  
緑ケ丘三条通１丁目から６丁目まで  
緑ケ丘東通東  
緑ケ丘東通西  
緑ケ丘７丁目から９丁目まで  
大川町  
依田町  
柏林台東町１丁目から５丁目まで  
柏林台南町１丁目から７丁目まで  
柏林台西町１丁目から５丁目まで  
柏林台北町１丁目から５丁目まで  
柏林台中町１丁目から５丁目まで  
南町東１条２丁目から８丁目まで  
南町東２条２丁目から８丁目まで  
南町東３条１丁目から８丁目まで  
南町東４条１丁目から８丁目まで  
南町東５条１丁目から８丁目まで  
稲田町（南９線以北の区域及び西１線以西１２号以北の区域）  
空港南町（南９線以南の区域及び西８号以東の区域）  
大空町（ウツベツ川、西２線間南１１線及び南１３線に囲まれた区域）  
南町（南９線以北の区域及び西８号以東の区域） 

夕張
市 

丁未、富岡、福住、住初、高松、錦、小松、社光、旭町、昭和、常盤、日吉、若菜、平和、千
代田、清水沢及び鹿島  
本町１丁目から６丁目まで  
末広町１丁目及び２丁目  
鹿の谷１丁目から３丁目まで 



岩見
沢市 

１条東１丁目から８丁目まで 

 
１条西１丁目から１５丁目まで  
２条東１丁目から８丁目まで  
２条西１丁目から１５丁目まで  
３条東１丁目から８丁目まで  
３条西１丁目から１５丁目まで  
４条東１丁目から１０丁目まで  
４条西１丁目から１５丁目まで  
５条東１丁目から６丁目まで  
５条西１丁目から１５丁目まで  
６条東１丁目から６丁目まで  
６条西１丁目から１５丁目まで  
７条東１丁目から６丁目まで  
７条西１丁目から１５丁目まで  
８条東１丁目及び２丁目  
８条西１丁目から１５丁目まで  
９条東１丁目及び２丁目  
９条西１丁目から１５丁目まで  
１０条東１丁目及び２丁目  
１０条西１丁目から５丁目まで  
１１条東１丁目及び２丁目  
１１条西１丁目から５丁目まで  
１２条東１丁目  
１２条西１丁目及び２丁目  
１３条西１丁目から５丁目まで  
北１条西１１丁目  
北２条西３丁目から１２丁目まで  
有明町中央  
有明町南  
北本町東１丁目から１０丁目まで  
北本町西１丁目から３丁目まで  
元町１条東１丁目から９丁目まで  
元町１条西１丁目から３丁目まで  
元町２条東１丁目から９丁目まで  
元町２条西１丁目から西３丁目まで  
元町３条東４丁目及び５丁目 

網走
市 

南１条東１丁目及び東２丁目 

 
西１丁目及び西２丁目  
南２条東１丁目から東３丁目まで  
西１丁目から西５丁目まで  
南３条東１丁目から東７丁目まで  
西１丁目から西４丁目まで  
南４条東１丁目から東７丁目まで  
西１丁目から西４丁目まで  
南５条東１丁目から東７丁目まで  
西１丁目から西４丁目まで  
南６条東１丁目から東７丁目まで  
西１丁目から西４丁目まで  
南７条東１丁目から東７丁目まで  
西１丁目から西４丁目まで  
南８条東１丁目から東７丁目まで  
西１丁目から西４丁目まで 



 
南９条東２丁目から東６丁目まで  
西２丁目から西４丁目まで  
南１０条東３丁目から東５丁目まで  
西２丁目から西４丁目まで  
北３条東１丁目及び東２丁目  
西１丁目から西８丁目まで  
北４条東１丁目及び東２丁目  
西１丁目から西８丁目まで  
北５条東１丁目及び東２丁目  
西１丁目から西８丁目まで  
北６条東１丁目及び東２丁目  
西１丁目から西７丁目まで  
北７条東１丁目及び東２丁目  
西１丁目から西６丁目まで  
北８条東１丁目  
西１丁目から西６丁目まで  
北９条東１丁目  
西１丁目から西６丁目まで  
北１０条東１丁目  
西１丁目から西６丁目まで 

留萌
市 

本町１丁目から４丁目まで 

 
寿町１丁目から３丁目まで  
幸町１丁目から４丁目まで  
錦町１丁目から４丁目まで  
大町１丁目から３丁目まで  
宮園町１丁目から４丁目まで  
港町１丁目から３丁目まで  
元町１丁目から５丁目まで  
明元町１丁目から６丁目まで  
船場町１丁目及び２丁目  
瀬越町  
沖見町１丁目から６丁目まで  
平和台１丁目及び２丁目  
見晴町１丁目から７丁目まで  
開運町１丁目から３丁目まで  
花園町１丁目から５丁目まで  
末広町１丁目から４丁目まで  
栄町１丁目から３丁目まで  
旭町１丁目から３丁目まで  
泉町１丁目及び２丁目  
住之江町１丁目から４丁目まで  
野本町  
千鳥町１丁目から４丁目まで  
高砂町１丁目から３丁目まで  
五十嵐町１丁目から３丁目まで  
堀川町１丁目及び２丁目  
元川町１丁目及び２丁目  
東雲町１丁目及び２丁目  
緑ケ丘町１丁目及び２丁目  
南町１丁目から４丁目まで  
潮静１丁目及び２丁目  
春日町１丁目から３丁目まで 



 
浜中町 

苫小
牧市 

表町１丁目から６丁目まで 

 
王子町１丁目から３丁目まで  
若草町１丁目から５丁目まで  
錦町１丁目及び２丁目  
栄町１丁目から３丁目まで  
大町１丁目及び２丁目  
本町１丁目及び２丁目  
幸町１丁目及び２丁目  
青葉町１丁目及び２丁目  
旭町１丁目から４丁目まで  
泉町１丁目及び２丁目  
永福町１丁目及び２丁目  
音羽町１丁目及び２丁目  
柏木町１丁目から６丁目まで  
春日町１丁目から３丁目まで  
川沿町１丁目から６丁目まで  
木場町１丁目から４丁目まで  
啓北町１丁目及び２丁目  
光洋町１丁目から３丁目まで  
寿町１丁目及び２丁目  
桜木町１丁目から４丁目まで  
三光町１丁目から６丁目まで  
汐見町１丁目から３丁目まで  
しらかば町１丁目から６丁目まで  
新富町１丁目及び２丁目  
新中野町１丁目から３丁目まで  
末広町１丁目から３丁目まで  
澄川町１丁目から８丁目まで  
住吉町１丁目及び２丁目  
大成町１丁目及び２丁目  
高砂町１丁目及び２丁目  
ときわ町１丁目から６丁目まで  
豊川町１丁目から４丁目まで  
日新町１丁目から６丁目まで  
花園町１丁目から４丁目まで  
浜町１丁目及び２丁目  
日の出町１丁目及び２丁目  
日吉町１丁目から４丁目まで  
双葉町１丁目から３丁目まで  
船見町１丁目及び２丁目  
北光町１丁目から４丁目まで  
本幸町１丁目及び２丁目  
松風町  
美園町１丁目から４丁目まで  
緑町１丁目及び２丁目  
見山町１丁目から４丁目まで  
元町１丁目から３丁目まで  
元中野町１丁目から４丁目まで  
矢代町１丁目から３丁目まで  
山手町１丁目及び２丁目  
弥生町１丁目及び２丁目  
白金町１丁目及び２丁目 



 
有珠の沢町１丁目から７丁目まで 

稚内
市 

港１丁目から５丁目まで 

 
中央１丁目から５丁目まで  
宝来１丁目から５丁目まで  
恵比須１丁目から５丁目まで  
緑１丁目から６丁目まで  
潮見１丁目から５丁目まで  
大黒１丁目から５丁目まで  
こまどり１丁目から５丁目まで  
栄１丁目から５丁目まで  
萩見１丁目から５丁目まで  
富岡１丁目から５丁目まで  
はまなす１丁目から３丁目まで 

芦別
市 

北１条東１丁目及び東２丁目 

 
西１丁目及び西２丁目  
北２条東１丁目及び東２丁目  
西１丁目から西３丁目まで  
北３条東１丁目及び東２丁目  
西１丁目から西３丁目まで  
北４条東１丁目  
北４条西１丁目及び２丁目  
北５条東１丁目及び２丁目  
北５条西１丁目及び２丁目  
北６条東１丁目  
北６条西１丁目及び２丁目  
北７条西２丁目  
南１条東１丁目及び東２丁目  
西１丁目  
南２条東１丁目から東３丁目まで  
南３条東１丁目から東３丁目まで  
本町、西芦別町、中の丘町、緑泉町、頼城町及び上芦別町 

江別
市 

東光町、元江別、元江別本町、野幌町、野幌若葉町、中央町、野幌屯田町、野幌美幸町、
野幌住吉町、大麻北町、大麻元町及び大麻 

赤平
市 

西豊里町及び東豊里町 

 
若木町東１丁目から９丁目まで  
若木町西１丁目から６丁目まで  
若木町南１丁目から５丁目まで  
若木町北１丁目から８丁目まで  
東文京町１丁目から４丁目まで  
西文京町１丁目から５丁目まで  
北文京町１丁目から５丁目まで  
豊丘町１丁目から３丁目まで  
豊里  
泉町１丁目から４丁目まで  
錦町１丁目から３丁目まで  
本町１丁目から３丁目まで  
大町１丁目から４丁目まで  
東大町１丁目から３丁目まで  
幸町１丁目から７丁目まで  
昭和町１丁目から６丁目まで  
豊栄町１丁目から５丁目まで 



 
桜木町１丁目から５丁目まで  
宮下町１丁目から５丁目まで  
美園町１丁目から５丁目まで  
赤平  
茂尻元町南１丁目から５丁目まで  
茂尻元町北１丁目から５丁目まで  
茂尻中央南１丁目から６丁目まで  
茂尻中央北１丁目及び２丁目  
茂尻新春日町１丁目及び２丁目  
茂尻春日町１丁目から３丁目まで  
茂尻本町１丁目から４丁目まで  
茂尻栄町１丁目から５丁目まで  
茂尻新町１丁目から５丁目まで  
茂尻旭町１丁目から３丁目まで  
茂尻宮下町１丁目  
茂尻  
平岸桂町  
平岸新光町１丁目から９丁目まで  
平岸西町１丁目から６丁目まで  
平岸曙町１丁目から６丁目まで  
平岸仲町１丁目から６丁目まで  
平岸東町１丁目から６丁目まで  
平岸南町 

紋別
市 

港町１丁目から８丁目まで 

 
本町１丁目から８丁目まで  
幸町１丁目から８丁目まで  
南が丘町１丁目から８丁目まで  
大山町１丁目から４丁目まで  
緑町１丁目から５丁目まで  
花園町１丁目から８丁目まで  
潮見町１丁目から５丁目まで  
落石町１丁目から７丁目まで  
弁天町１丁目から３丁目まで  
真砂町１丁目から５丁目まで  
北浜町１丁目から３丁目まで  
元紋別  
渚滑町１丁目から９丁目まで  
上渚滑町１丁目から１１丁目まで 

士別
市 

大通東１丁目から東１３丁目まで 

 
東１条１丁目から１３丁目まで  
東２条１丁目から１３丁目まで  
東３条１丁目から１３丁目まで（３・４丁目を欠く。）  
東４条１丁目から１３丁目まで（４丁目を欠く。）  
東５条１丁目から１３丁目まで（４・８・１０丁目を欠く。）  
東６条１丁目から１３丁目まで  
東７条１丁目から１３丁目まで（４・１０・１１・１２・１３丁目を欠く。）  
東８条１丁目から１３丁目まで  
東９条１丁目から１３丁目まで（１丁目を欠く。）  
東１０条１丁目から１３丁目まで（１・２・８丁目を欠く。）  
大通西１丁目から西１３丁目まで  
西１条１丁目から１３丁目まで  
西２条１丁目から１３丁目まで 



 
西３条１丁目から１３丁目まで（４丁目を欠く。）  
西４条１丁目から１３丁目まで  
西５条１丁目から１３丁目まで（１３丁目を欠く。）  
西２条北１丁目から北９丁目まで  
西３条北１丁目から北９丁目まで  
西４条北１丁目から北９丁目まで  
大通北１丁目から北９丁目まで  
東１条北１丁目から北９丁目まで（北５・６丁目を欠く。）  
東２条北１丁目から北９丁目まで（北５・６丁目を欠く。）  
東３条北１丁目から北９丁目まで（北７・９丁目を欠く。）  
東４条北１丁目から北９丁目まで（北９丁目を欠く。）  
東５条北１丁目から北９丁目まで（北２・９丁目を欠く。）  
東６条北１丁目から北９丁目まで  
東７条北１丁目から北９丁目まで（北１・２・３・６丁目を欠く。）  
東８条北１丁目から北９丁目まで（北２・７・８・９丁目を欠く。）  
東丘１丁目から３丁目まで  
南町東一区から四区まで  
南町西一区から四区まで 

名寄
市 

大通南１丁目から南１２丁目まで 

 
北１丁目から北７丁目まで  
東１条南１丁目から南９丁目まで  
北１丁目から北７丁目まで  
東２条南１丁目から南１２丁目まで（南８丁目を欠く。）  
北１丁目から北７丁目まで  
東３条南１丁目から南９丁目まで（南８丁目を欠く。）  
北１丁目から北７丁目まで  
東４条南１丁目から南９丁目まで（南８丁目を欠く。）  
北１丁目から北７丁目まで  
西１条南１丁目から南１２丁目まで  
北１丁目から北７丁目まで  
西２条南１丁目から南１２丁目まで  
北１丁目から北７丁目まで  
西３条南１丁目から南１２丁目まで（南９丁目を欠く。）  
北１丁目から北７丁目まで  
西４条南１丁目から南１２丁目まで  
北１丁目から北７丁目まで  
西５条南１丁目から南１２丁目まで（南９丁目を欠く。）  
北１丁目から北４丁目まで  
西６条南１丁目から南１２丁目まで  
北１丁目から北４丁目まで  
西７条南１丁目から南１２丁目まで  
北１丁目から北４丁目まで  
西８条南１丁目から南１２丁目まで（南７・８・９丁目を欠く。）  
北１丁目から北４丁目まで  
西９条南４丁目から南６丁目まで  
北１丁目から北４丁目まで  
西１０条南１丁目から１２丁目まで  
西１１条南１丁目から１２丁目まで（２丁目を欠く。）  
西１２条南１丁目から１２丁目まで（２丁目を欠く。）  
西１３条南１丁目から１２丁目まで（３丁目を欠く。）  
西１４条南５丁目から９丁目まで  
西１５条南１丁目から７丁目まで（２・３丁目を欠く。） 



 
栄町 

三笠
市 

本町、多賀町、幸町、有明町、若草町、柏町、若松町、高美町、榊町、堤町、宮本町、本郷
町、いちきしり、川内、達布、美和及び美園町  
幌内町１丁目から３丁目まで  
幌内初音町、幌内住吉町、幌内新栄町、幌内北星町、幌内金谷町、幌内春日町、幌内月
光町、幌内中央町、清住町及び東清住町  
唐松町１丁目及び２丁目  
唐松青山町  
唐松栄町１丁目から３丁目まで  
唐松千代田町１丁目及び２丁目  
唐松常盤町、唐松緑町及び唐松春光町  
弥生町１丁目から３丁目まで  
弥生藤枝町、弥生双葉町、弥生柳町、弥生橘町、弥生桃山町、弥生花園町、弥生並木町
及び弥生桜木町  
幾春別町１丁目から４丁目まで  
幾春別栗丘町、幾春別山手町、幾春別川向町、幾春別滝見町、幾春別千住町及び幾春
別中島町  
幾春別錦町１丁目及び２丁目  
奔別新町、西桂沢及び桂沢 

根室
市 

千島町１丁目及び２丁目 

 
鳴見町１丁目から４丁目まで  
朝日町１丁目から３丁目まで  
有磯町１丁目及び２丁目  
本町１丁目から５丁目まで  
松ケ枝町１丁目から３丁目まで  
花咲町１丁目から３丁目まで  
弥栄町１丁目及び２丁目  
梅ケ枝町１丁目から３丁目まで  
緑町１丁目から３丁目まで  
常盤町１丁目から３丁目まで  
弥生町１丁目及び２丁目  
清隆町１丁目から３丁目まで  
平内町１丁目から４丁目まで  
北斗町１丁目から４丁目まで  
岬町１丁目から５丁目まで  
定基町１丁目から４丁目まで  
花園町１丁目から９丁目まで  
松本町１丁目から４丁目まで  
弁天町１丁目及び２丁目  
海岸町１丁目及び２丁目  
汐見町１丁目及び２丁目  
栄町１丁目及び２丁目  
月見町１丁目及び２丁目  
大正町１丁目から３丁目まで  
光和町１丁目から３丁目まで 

千歳
市 

本町１丁目から５丁目まで 

 
東雲町１丁目から５丁目まで  
朝日町１丁目から８丁目まで  
錦町１丁目から４丁目まで  
春日町１丁目から５丁目まで  
緑町１丁目から５丁目まで  
清水町１丁目から７丁目まで 



 
幸町１丁目から６丁目まで  
千代田町１丁目から７丁目まで  
栄町１丁目から７丁目まで  
末広１丁目から８丁目まで  
大和１丁目から３丁目まで  
北栄１丁目及び２丁目  
真々地１丁目から４丁目まで  
新富町１丁目から３丁目まで  
日の出１丁目から５丁目まで  
青葉１丁目から８丁目まで  
住吉１丁目から５丁目まで  
桂木１丁目及び２丁目  
稲穂１丁目から４丁目まで  
花園１丁目から７丁目まで  
高台１丁目から６丁目まで  
信濃１丁目から４丁目まで  
富士１丁目から４丁目まで  
北光３丁目から７丁目まで  
旭ケ丘１丁目から４丁目まで  
東郊１丁目及び２丁目  
富丘１丁目から４丁目まで  
北斗１丁目から６丁目まで  
自由ケ丘１丁目から７丁目まで  
桜木１丁目から５丁目まで  
若草１丁目から５丁目まで  
白樺１丁目から６丁目まで  
里美１丁目から５丁目まで  
柏陽１丁目から５丁目まで  
梅ケ丘１丁目から３丁目まで  
弥生１丁目から３丁目まで  
寿１丁目から３丁目まで  
豊里１丁目から５丁目まで 

滝川
市 

栄町１丁目から４丁目まで 

 
明神町１丁目から４丁目まで  
花月町１丁目から３丁目まで  
空知町１丁目から３丁目まで  
新町１丁目から６丁目まで  
緑町１丁目から７丁目まで  
大町１丁目から６丁目まで  
本町１丁目から６丁目まで  
一の坂町東１丁目から３丁目まで  
一の坂町西１丁目から３丁目まで  
朝日町東１丁目から４丁目まで  
朝日町西１丁目から４丁目まで  
黄金町東１丁目から４丁目まで  
黄金町西１丁目から４丁目まで  
西町１丁目から８丁目まで  
有明町１丁目から６丁目まで  
扇町１丁目から３丁目まで  
泉町１丁目及び２丁目  
幸町１丁目から４丁目まで  
東町１丁目から８丁目まで  
二の坂町東１丁目から４丁目まで 



 
二の坂町西１丁目から４丁目まで  
滝の川町東１丁目から４丁目まで  
滝の川町西１丁目から８丁目まで  
東滝川町１丁目から４丁目まで  
江部乙町東１１丁目及び１２丁目  
江部乙町西１１丁目及び１２丁目 

砂川
市 

東１条北１丁目から北９丁目まで 

 
南１丁目から南１０丁目まで  
東２条北１丁目から北９丁目まで  
南１丁目から南１０丁目まで  
東３条南１丁目から南１０丁目まで（南２丁目を欠く。）  
東４条南３丁目から南１０丁目まで  
東５条南４丁目から南８丁目まで  
西１条北１丁目から北９丁目まで  
南１丁目から南１０丁目まで  
西２条北１丁目から北９丁目まで  
南１丁目から南１０丁目まで（南８丁目を欠く。）  
西３条北１丁目から北６丁目まで  
南１丁目から南１０丁目まで（南８丁目を欠く。）  
西４条北１丁目から北６丁目まで  
南１丁目から南１０丁目まで（南８丁目を欠く。）  
西５条北２丁目から北７丁目まで  
南５丁目から南８丁目まで  
西６条北２丁目から北７丁目まで  
西７条北２丁目から北７丁目まで  
西８条北２丁目から北４丁目まで  
西９条北３丁目から北６丁目まで  
三砂町 

歌志
内市 

本町、東光、上歌、歌神、中村及び文珠 

深川
市 

１条から９条まで 

 
西町及び太子町  
北光町１丁目及び２丁目  
文光町（２１番及び２２番を除く。）  
緑町及び錦町  
新光町１丁目及び２丁目  
稲穂町１丁目  
稲穂町２丁目（８番から１５番までを除く。）  
あけぼの町 

富良
野市 

朝日町、本町、若松町、日の出町、幸町、末広町、栄町、若葉町、下富良野、北の峰町、
西町、桂木町、新富町、弥生町、花園町、錦町、新光町、住吉町、瑞穂町、春日町、北麻
町、西麻町、東麻町、南麻町、東町、扇町、緑町及び南町  
山部市街予定地、山部東１８線１２番地、山部東１９線５番地、山部東１９線６番地、山部
東１９線１０番地、山部東１９線１１番地、山部東１９線１２番地、山部東２０線７番地、山部
東２０線８番地、山部東２０線１０番地、山部東２０線１１番地、山部東２０線１２番地、山部
東２０線１３番地、山部東２０線１４番地及び山部東２０線４番地 

登別
市 

登別温泉町 

 
幌別町１丁目から８丁目まで  
中央町１丁目から７丁目まで  
千歳町１丁目から６丁目まで  
登別本町１丁目から３丁目まで 



 
登別東町１丁目から５丁目まで  
富士町１丁目から７丁目まで  
柏木町１丁目から５丁目まで  
新川町１丁目から４丁目まで  
片倉町１丁目から６丁目まで  
常盤町１丁目から６丁目まで  
若山町１丁目から４丁目まで  
大和町１丁目及び２丁目  
栄町１丁目から４丁目まで  
鷲別町１丁目から６丁目まで  
美園町１丁目から６丁目まで  
若草町１丁目から６丁目まで  
新生町１丁目から６丁目まで 

恵庭
市 

末広町、恵央町及び柏木町（市街化区域） 

 
福住町１丁目から３丁目まで  
相生、緑町、住吉町、栄恵町、泉町、桜町、京町、漁町、本町、新町及び有明町  
中島町１丁目から６丁目まで  
柏陽町１丁目から４丁目まで（２丁目を欠く。）（市街化区域）  
恵み野西１丁目から６丁目まで  
恵み野南１丁目から４丁目まで  
恵み野東１丁目から７丁目まで  
恵み野北１丁目から５丁目まで  
大町、文京町、和光町、駒場町及び白樺町（市街化区域）  
黄金北１丁目から４丁目まで（２丁目を欠く。）  
島松仲町、島松東町、島松本町及び島松旭町（市街化区域）  
島松寿町１丁目及び２丁目 

伊達
市 

元町、鹿島町、大町、網代町、旭町、東浜町、錦町、山下町及び西浜町 

町村 
郡名 町村

名 
指定区域の名称 

石狩支庁 
札幌
郡 

広島
町 

北進町１丁目から４丁目まで 

  
栄町１丁目から４丁目まで   
広葉町１丁目から５丁目まで   
輝美町   
青葉町１丁目から４丁目まで   
若葉町１丁目から４丁目まで   
南町１丁目から４丁目まで   
白樺町１丁目から３丁目まで   
泉町１丁目から４丁目まで   
高台町１丁目から７丁目まで   
里見町１丁目から７丁目まで   
山手町１丁目から８丁目まで   
緑陽町１丁目から３丁目まで   
松葉町１丁目から５丁目まで   
美沢１丁目から３丁目まで   
広島   
朝日町１丁目から６丁目まで   
稲穂町東１丁目から東１２丁目まで   
西１丁目から西８丁目まで 



  
新富町東１丁目及び２丁目   
新富町西１丁目から４丁目まで   
東共栄１丁目から４丁目まで   
西の里北１丁目から５丁目まで   
西の里東１丁目から４丁目まで 

石狩
郡 

当別
町 

西小川通（市街地）、東小川通（市街地）及び対雁通（市街地） 

渡島支庁 
松前
郡 

松前
町 

福山、松城、唐津及び博多 

 
福島
町 

福島 

上磯
郡 

木古
内町 

本町 

茅部
郡 

森町 港町、新川町、森川町、御幸町、本町、上台町及び鳥崎町 

山越
郡 

八雲
町 

本町、末広町、元町、東町、富士見町、住初町、宮園町、出雲町及び相生町 

檜山支庁 
檜山
郡 

江差
町 

新栄町、愛宕町、豊川町、中歌町、姥神町、津花町、本町、上野町、橋本町、新地
町、茂尻町、陣屋町、海岸町、南浜町及び柏町 

瀬棚
郡 

瀬棚
町 

本町及び三本杉 

 
今金
町 

今金 

後志支庁 
寿都
郡 

寿都
町 

矢追町、大磯町、渡島町、新栄町、開進町及び岩崎町 

 
黒松
内町 

黒松内 

磯谷
郡 

蘭越
町 

蘭越町 

虻田
郡 

ニセ
コ町 

本通、富士見、中央通及び元町 

 
喜茂
別町 

喜茂別 

 
京極
町 

京極及び三崎 

 
倶知
安町 

南１条東１丁目から東３丁目まで 

  
西１丁目から西３丁目まで   
南２条東１丁目及び東２丁目   
西１丁目から西３丁目まで   
南３条東１丁目から東６丁目まで   
西１丁目から西３丁目まで   
南４条東１丁目から東５丁目まで   
西１丁目から西４丁目まで   
南５条東１丁目   
西１丁目   
南６条東１丁目から東５丁目まで   
西１丁目から西３丁目まで   
南７条東１丁目   
西１丁目   
南８条東１丁目 



  
西１丁目及び西２丁目   
南９条東１丁目   
西１丁目及び西２丁目   
南１０条東１丁目   
西１丁目   
北１条東１丁目から東３丁目まで   
西１丁目から西３丁目まで   
北２条東１丁目から東３丁目まで   
西１丁目から西３丁目まで   
北３条東１丁目から東９丁目まで   
西１丁目から西３丁目まで   
北４条東１丁目から東９丁目まで   
西１丁目から西４丁目まで   
北５条東１丁目から東３丁目まで   
西１丁目から西３丁目まで   
北６条東１丁目から東９丁目まで   
西１丁目から西５丁目まで   
北７条東１丁目から東３丁目まで   
西１丁目から西４丁目まで 

岩内
郡 

岩内
町 

大浜、万代、大和、御崎、清住、高台、栄、東山、相生及び宮園 

古平
郡 

古平
町 

浜町、港町、入船町、丸山町、本町及び新地町 

余市
郡 

余市
町 

大川町１丁目から９丁目まで 

  
黒川町１丁目から１１丁目まで（１０丁目を除く。）   
浜中町   
沢町１丁目から６丁目まで   
富沢町１丁目から１３丁目まで   
港町及び入舟町 

空知支庁 
空知
郡 

上砂
川町 

上砂川町、上砂川、西山及び鶉 

雨竜
郡 

妹背
牛町 

妹背牛（２５から２７まで、２１８、２２０、２２３、２２６から２２９まで、２３２から２５３ま
で、２５６、２６７、２６８、３５６、３６１から３９１まで、４０３の３、４０３の４、４０３の５、４
０３の２８、４０３の４３、４０３の４６、４０３の４７、４０３の４８、４０５から４３２まで、４３
８、４４０から４４７まで、４５１、４５５、４５８、４５９から４６１まで、４６４から４７１まで、
４７５から４８２まで、４８７、４８９、４９３の２、４９３の８、４９９、６０５から６０７まで、６
０９、２１５１、２１５２、４１１７、４１１８、４３０７、４３１３、４３８７、５１４３、５１９６、５１９
７、５１９９、５２００、５２１０から５２１２まで、５２１４から５２１６まで、５２１８、５２５５か
ら５２６１まで及び５３５７番地） 

上川支庁 
上川
郡 

上川
町 

東町、北町、南町、新町、本町、花園町、中央町及び西町 

 
東川
町 

東町１丁目から３丁目まで 

  
西町１丁目から３丁目まで   
南町１丁目から３丁目まで   
北町１丁目から３丁目まで  

美瑛
町 

西町１丁目から４丁目まで 

  
栄町１丁目から４丁目まで   
本町１丁目から４丁目まで   
中町１丁目から４丁目まで 



  
旭町１丁目から４丁目まで   
南町１丁目から５丁目まで   
寿町１丁目から４丁目まで   
幸町１丁目から４丁目まで   
丸山１丁目及び２丁目   
花園１丁目から５丁目まで   
憩町１丁目及び２丁目   
錦町   
大町１丁目から４丁目まで   
北町１丁目から３丁目まで   
扇町   
東町１丁目から４丁目まで  

和寒
町 

東町、西町、南町及び北町 

  
三笠（ＪＲ北海道宗谷本線、字南町境界線、字西町境界線、字日の出境界線、剣淵
川及びワッカウエンナイ川及び町道１７線道路に囲まれた区域）   
東丘（ＪＲ北海道宗谷本線、町道１７線道路、字東丘５０番地の５の東南角の点、字
東丘３１番地の７の東南角の点、字東丘２２番地の東北角の点及び道道和寒上士
別間道路に囲まれた区域）   
日の出（ＪＲ北海道宗谷本線、町道１４線道路、剣淵川、道道幌加内和寒線及び字
西町境界線に囲まれた区域） 

空知
郡 

上富
良野
町 

大町１丁目から３丁目まで 

 
南町１丁目から３丁目まで   
緑町１丁目から３丁目まで   
桜町１丁目から３丁目まで   
丘町１丁目及び２丁目   
向町１丁目   
東町１丁目から５丁目まで   
新町１丁目から５丁目まで   
旭町１丁目から５丁目まで   
宮町１丁目から６丁目まで   
本町１丁目から６丁目まで   
富町１丁目及び２丁目   
錦町１丁目から３丁目まで   
中町１丁目から３丁目まで   
栄町１丁目から３丁目まで   
泉町１丁目から３丁目まで   
扇町１丁目から３丁目まで   
西町１丁目から４丁目まで   
光町１丁目から３丁目まで 

中川
郡 

美深
町 

大通南１丁目から南８丁目まで 

  
北１丁目から北７丁目まで   
西１条南１丁目から南４丁目まで   
北１丁目から北５丁目まで   
開運町、若松町及び仲町   
東１条南１丁目から南８丁目まで   
北１丁目から北７丁目まで   
東２条南１丁目から南８丁目まで   
北１丁目から北７丁目まで   
東３条南１丁目から南８丁目まで   
北１丁目から北７丁目まで   
東４条南５丁目から南８丁目まで 



  
北４丁目から北７丁目まで   
美深（２６３の１及び４、２６４、２６８、２７１、５５７並びに５５８番地）   
南町（２７の１、２９、３０、３６、３７、４０、４１、４２、４３、４４、４５の１、４８、５７、５８、
５９、６０及び６１番地）   
敷島（９３、９４、９５、１００、１０８、１１６、１１８、１２１、１２４、１２６、１２７、１２８、１４
１、２６５、２６８、２９２、２９３及び２９８番地）   
西町（１、２、３、１０、１８、２０、２１、２５、２６、３０、３１、３９及び４０番地）   
北町（１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３及び１９番地） 

留萌支庁 
増毛
郡 

増毛
町 

弁天町１丁目から５丁目まで 

  
稲葉町１丁目から４丁目まで   
暑寒沢村   
永寿町１丁目から５丁目まで   
野塚町   
畠中町１丁目から５丁目まで   
畠中裏町及び暑寒裏町   
暑寒町１丁目から５丁目まで   
七源町及び増毛村 

苫前
郡 

羽幌
町 

南大通１丁目から６丁目まで 

  
南１条１丁目から６丁目まで   
南２条１丁目から６丁目まで   
南３条１丁目から６丁目まで   
南４条１丁目から６丁目まで   
南５条１丁目から６丁目まで   
南６条１丁目から６丁目まで   
南７条１丁目から６丁目まで   
北大通１丁目から４丁目まで   
北１条１丁目から４丁目まで   
北２条１丁目から４丁目まで   
北３条１丁目から４丁目まで   
北４条１丁目から４丁目まで   
北５条１丁目から４丁目まで   
幸町及び南町   
港町１丁目から６丁目まで   
緑町   
浜町１丁目から５丁目まで   
北町 

天塩
郡 

遠別
町 

本町１丁目から６丁目まで 

 
天塩
町 

海岸通１丁目から１１丁目まで 

  
山手通１丁目から１１丁目まで   
山手裏通１丁目から１１丁目まで   
新栄通２丁目から１１丁目まで   
新地通２丁目から１１丁目まで   
新開通４丁目から１１丁目まで 

宗谷支庁 
枝幸
郡 

浜頓
別町 

浜頓別 

 
中頓
別町 

中頓別 



 
枝幸
町 

幸町、梅ケ枝町、本町、栄町、幌内保及びウスタイベ 

網走支庁 
網走
郡 

女満
別町 

本通１丁目及び３丁目から５丁目まで 

  
東１条１丁目及び３丁目から５丁目まで   
東２条１丁目、４丁目及び５丁目   
西１条１丁目から５丁目まで   
西２条１丁目から５丁目まで   
西３条１丁目から５丁目まで   
公園通  

美幌
町 

大通南１丁目から南５丁目まで 

  
北１丁目から北４丁目まで   
東１条南１丁目から南５丁目まで   
北１丁目から北４丁目まで   
東２条南１丁目から南５丁目まで   
北１丁目から北４丁目まで   
東３条南１丁目から南５丁目まで   
北１丁目から北４丁目まで   
東４条南２丁目から南５丁目まで   
西１条南１丁目から南５丁目まで   
北１丁目から北４丁目まで   
西２条南１丁目から南５丁目まで   
北１丁目から北４丁目まで   
仲町１丁目及び２丁目   
新町１丁目から３丁目まで   
東町１丁目及び２丁目   
三橋町１丁目及び２丁目   
元町、青山南、青山北、美芳、三橋   
南、鳥里及び美里   
鳥里１丁目から４丁目まで   
栄町１丁目から４丁目まで   
日の出１丁目及び２丁目   
青葉１丁目及び２丁目   
稲美（９２番地の１０の北西角、９２番地の２５の西南角、１０９番地の１５の東北角、
１０５番地の８９の南東角を順次結んだ線で囲まれた区域及び６８番地の５の北西
角、５９番地の２の南西角、７７番地の７の南東角、８９番地の５の東北角を順次結
んだ線で囲まれた区域）   
美富（５９６番地の北西角及び５８４番地の北東角の各点を結んだ線、西２号線、町
道３５号線並びに国道２４０号線とで囲まれた区域）   
野崎（１３番地の１２９の東北角、１３番地の１０２の南東角、１３番地の１１１の西南
角、１３番地の３の北西角を順次結んだ線で囲まれた区域及び２０番地の２の東北
角、２０番地の４９の南東角、２０番地の１４の北西角、２０番地の３７の西南角を順
次結んだ線で囲まれた区域）  

津別
町 

大通、１条通、東２条、東３条、東４条、西２条、西３条、西４条、本町、旭町、幸町、
緑町、新町及び柏町   
共和（１０番地の３５の北西角、５番地の２の北西角、５８番地の３４の南西角、３２番
地の東南角、４０番地の２７の南角、２１番地の２の南東角、２４番地の３の東南角、
美園橋、緑栄橋を順次結んだ線で囲まれた区域）   
豊永（１番地の１の北角、１４番地の２の西北角、５８番地の３の東南角、６３番地の
６６の東北角、６４番地の３の南西角、４２番地の東角、３３番地の３の西角、２番地
の東北角を順次結んだ線で囲まれた区域）   
高台（４２番地の東角、４８番地の１の北角、６３番地の２２の南西角、６２番地の４の
南東角を順次結んだ線で囲まれた区域） 



  
達美（２１２番地の２の北東角、２０４番地の１９の西角、２２１番地の１の南角、２１３
番地の東角を順次結んだ線で囲まれた区域） 

斜里
郡 

斜里
町 

本町、港町、朝日町、文光町、青葉町及び光陽町 

 
清里
町 

羽衣町（町道１６号線、斜里川、町道１５号線、２１番地の３の南西角の点と４番地の
１６の南西角の点とを結んだ延長線及びＪＲ北海道釧網線とに囲まれた区域）   
水元町  

小清
水町 

小清水 

常呂
郡 

置戸
町 

西１７号線とふるさと銀河線の交わる地点から常呂川林友橋、常呂川左岸沿いに置
戸橋に至る地点、道有林２３林班の北側の境界と西１１号の交わる地点、西１１号
線から常呂川右岸沿いに学友橋と交わる地点、道道置戸北光線、国道１２４２号線
と拓殖橋の交わる地点、常呂川右岸沿いに西１７号線と交わる地点を順次結んだ
線で囲まれた区域 

紋別
郡 

生田
原町 

生田原 

 
遠軽
町 

大通南１丁目から南４丁目まで 

  
大通北１丁目及び北２丁目   
岩見通南１丁目から南４丁目まで   
岩見通北１丁目及び北２丁目   
１条通南１丁目から南３丁目まで   
２条通南１丁目及び南２丁目   
宮前町   
西町１丁目から３丁目まで   
南町１丁目から３丁目まで  

丸瀬
布町 

東町、中町、西町、天神町及び水谷町 

 
雄武
町 

雄武（７８番地から１４９７番地まで） 

胆振支庁 
虻田
郡 

虻田
町 

洞爺湖温泉町、旭町、本町、浜町、栄町及び高砂町 

日高支庁 
沙流
郡 

門別
町 

富川町、本町及び厚賀町 

静内
郡 

静内
町 

御幸町１丁目から６丁目まで 

  
吉野町１丁目から４丁目まで   
山手町１丁目から５丁目まで   
木場町１丁目及び２丁目   
ときわ町１丁目から４丁目まで   
こうせい町１丁目から３丁目まで   
本町１丁目から５丁目まで   
海岸町１丁目及び２丁目   
古川町１丁目及び２丁目   
青柳町１丁目から４丁目まで   
緑町１丁目から８丁目まで   
末広町１丁目から３丁目まで 

三石
郡 

三石
町 

越海町、港町、本町及び旭町 

浦河
郡 

浦河
町 

大通１丁目から５丁目まで 

  
昌平町、浜町、入船町、常盤町及び旭町 



  
堺町西１丁目から６丁目まで   
堺町東１丁目から６丁目まで 

様似
郡 

様似
町 

西町、潮見台及び港町 

  
本町１丁目から３丁目まで   
会所町及び栄町   
大通１丁目から３丁目まで   
錦町及び緑町 

十勝支庁 
河東
郡 

鹿追
町 

北町１丁目から４丁目まで 

  
西町１丁目から４丁目まで   
泉町１丁目から４丁目まで   
仲町１丁目から４丁目まで   
新町１丁目から４丁目まで   
緑町１丁目から４丁目まで   
東町１丁目から４丁目まで   
南町１丁目から５丁目まで   
栄町１丁目及び２丁目   
元町１丁目から４丁目まで 

上川
郡 

新得
町 

本通南１丁目から７丁目まで 

  
本通北１丁目から６丁目まで   
１条南１丁目から７丁目まで   
１条北１丁目及び２丁目   
２条南１丁目から７丁目まで   
２条北１丁目   
３条南１丁目から６丁目まで   
３条北１丁目   
４条南１丁目から７丁目まで   
５条南１丁目から６丁目まで   
西１条南１丁目から７丁目まで   
西１条北１丁目から３丁目まで   
西２条南１丁目から７丁目まで   
西２条北１丁目から３丁目まで   
西３条南１丁目から７丁目まで   
西４条南１丁目から７丁目まで   
元町及び栄町  

清水
町 

本通１丁目から１２丁目まで 

  
本通西１丁目から５丁目まで   
北１条１丁目から１０丁目まで   
北１条西１丁目から５丁目まで   
北２条１丁目から１０丁目まで（９を除く。）   
北２条西１丁目から５丁目まで   
北３条１丁目から１０丁目まで（２・８・９を除く。）   
北４条４丁目及び５丁目   
北５条４丁目及び５丁目   
南１条１丁目から１２丁目まで   
南１条西１丁目から５丁目まで   
南２条１丁目から１２丁目まで   
南２条西１丁目から５丁目まで   
南３条１丁目から１３丁目まで   
南３条西１丁目から５丁目まで 



  
南４条１丁目から１３丁目まで   
南４条西１丁目から５丁目まで   
南５条１丁目から１０丁目まで（３・５・７を除く。）   
南５条西３丁目から５丁目まで   
南６条４丁目から６丁目まで（５を除く。）   
南７条６丁目及び７丁目   
南８条４丁目から７丁目まで（５を除く。）   
御影本通１丁目から５丁目まで   
御影東１条１丁目から５丁目まで   
御影東２条１丁目から４丁目まで   
御影東３条１丁目から５丁目まで   
御影東４条１丁目から５丁目まで   
御影東５条１丁目から５丁目まで（２・３を除く。）   
御影東６条１丁目   
御影東７条１丁目   
御影西１条１丁目から５丁目まで   
御影西２条１丁目から４丁目まで   
御影西３条１丁目から３丁目まで 

河西
郡 

中札
内村 

大通南１丁目から８丁目まで 

  
大通北１丁目から８丁目まで   
西１条南１丁目から５丁目まで   
西１条北１丁目から９丁目まで   
西２条南１丁目から８丁目まで   
西２条北１丁目、５丁目、７丁目及び８丁目   
東１条南１丁目から８丁目まで   
東１条北１丁目から９丁目まで   
東２条南１丁目から５丁目まで   
東２条北１丁目から８丁目まで   
東３条南１丁目から５丁目まで   
東３条北１丁目から３丁目まで   
東４条南１丁目、２丁目及び６丁目から８丁目まで   
東４条北１丁目及び２丁目   
東５条南１丁目及び５丁目 

中川
郡 

池田
町 

大通１丁目から７丁目まで 南１丁目 

  
清見ケ丘   
西１条１丁目から１１丁目まで   
西２条１丁目から１１丁目まで   
東１条   
東２条   
旭町１丁目から６丁目まで   
西３条４丁目から９丁目まで  

本別
町 

北１丁目から８丁目まで 

  
南１丁目から４丁目まで   
錦町、山手町、朝日町、向陽町、柏木町、緑町及び柳町 

十勝
郡 

浦幌
町 

本町、栄町、緑町、新町、桜町、幸町、寿町、末広町、西町、材木町、千歳町、南
町、住吉町、東山町、北町及び宝町 

根室支庁 
標津
郡 

中標
津町 

大通北１丁目から北４丁目まで 

  
南１丁目から南４丁目まで   
東１条北１丁目から北４丁目まで 



  
南１丁目から南１０丁目まで   
東２条北１丁目から北３丁目まで   
南１丁目から南１１丁目まで   
東３条北１丁目から北３丁目まで   
南１丁目から南１１丁目まで（南２・３丁目を欠く。）   
東４条北１丁目から北３丁目まで   
南１丁目から南１１丁目まで（南２・３丁目を欠く。）   
東５条北１丁目から北３丁目まで   
南１丁目から南１１丁目まで   
東６条北１丁目及び北２丁目   
南１丁目から南１１丁目まで   
東７条北１丁目から北１１丁目まで   
南１丁目から南１１丁目まで   
東８条北１丁目から北１１丁目まで（北２・３丁目を欠く。）   
南１丁目から南１１丁目まで（南７・８丁目を欠く。）   
東９条北１丁目から北１１丁目まで   
南１丁目から南１１丁目まで（南２丁目を欠く。）   
東１０条北１丁目から北１１丁目まで   
南１丁目から南１１丁目まで（南２丁目を欠く。）   
東１１条北１丁目から北１１丁目まで（北３丁目を欠く。）   
南１丁目から南１１丁目まで   
東１２条北５丁目から北１１丁目まで   
南３丁目から南１１丁目まで（南７丁目を欠く。）   
東１３条北１丁目から北１１丁目まで（北２・３丁目を欠く。）   
南１丁目から南１１丁目まで   
東１４条北１丁目から北６丁目まで（北２・３丁目を欠く。）   
南１丁目から南１１丁目まで   
東１５条北１丁目から北６丁目まで（北２丁目を欠く。）   
南１丁目から南１１丁目まで   
東１６条北１丁目から北６丁目まで（北２丁目を欠く。）   
南１丁目から南１１丁目まで   
東１７条北１丁目から北９丁目まで   
南１丁目から南１１丁目まで   
東１８条北１丁目から北１０丁目まで（北５丁目を欠く。）   
南１丁目から南１１丁目まで（南７丁目を欠く。）   
東１９条北１丁目から北１０丁目まで（北６丁目を欠く。）   
南１丁目から南１１丁目まで   
東２０条北１丁目から北８丁目まで（北６丁目を欠く。）   
南１丁目から南６丁目まで（南４丁目を欠く。）   
東２１条北１丁目から北４丁目まで（北２丁目を欠く。）   
南１丁目から南６丁目まで（南４丁目を欠く。）   
東２２条北１丁目から北６丁目まで   
南１丁目から南６丁目まで（南３丁目を欠く。）   
東２３条北１丁目から北６丁目まで   
南１丁目から南６丁目まで（南２丁目を欠く。）   
東２４条北１丁目から北６丁目まで   
南３丁目から南６丁目まで   
東２５条北１丁目から北６丁目まで（北３丁目を欠く。）   
南１丁目から南６丁目まで   
東２６条北１丁目及び北２丁目   
南１丁目から南３丁目まで   
東２７条北１丁目及び北２丁目   
南１丁目から南３丁目まで 



  
東２８条北１丁目から北７丁目まで（北２・３・４丁目を欠く。）   
南１丁目から南３丁目まで   
東２９条北１丁目から北７丁目まで（北２・３・４丁目を欠く。）   
南１丁目から南３丁目まで   
東３０条北１丁目から北７丁目まで（北２丁目から北５丁目までを欠く。）   
南１丁目から南３丁目まで   
東３１条北１丁目から北７丁目まで（北３丁目から北５丁目までを欠く。）   
南１丁目及び南２丁目   
東３２条北１丁目から北５丁目まで   
南１丁目及び南２丁目   
東３３条北１丁目から北５丁目まで   
南１丁目   
東３４条北１丁目から北３丁目まで   
南１丁目及び南２丁目   
東３５条北１丁目から北６丁目まで   
南１丁目及び南２丁目   
東３６条北１丁目から北６丁目まで   
南１丁目及び南２丁目   
東３７条北１丁目から北４丁目まで   
南１丁目   
東３８条北１丁目から北３丁目まで   
南１丁目及び南２丁目   
東３９条北１丁目から北４丁目まで   
南１丁目及び南２丁目   
東４０条北１丁目から北４丁目まで   
南１丁目   
東４１条北１丁目   
南１丁目   
東４２条北１丁目   
南１丁目   
西１条北１丁目から北３丁目まで   
南１丁目から南４丁目まで   
西２条北１丁目から北４丁目まで   
南１丁目から南６丁目まで（南５丁目を欠く。）   
西３条北１丁目から北１１丁目まで   
南１丁目から南５丁目まで   
西４条北１丁目から北１１丁目まで   
南１丁目から南５丁目まで   
西５条北１丁目から北１１丁目まで   
南１丁目から南１１丁目まで（南６丁目を欠く。）   
西６条北１丁目から北１１丁目まで   
南２丁目から南１１丁目まで（南６丁目を欠く。）   
西７条北１丁目から北１１丁目まで   
南１丁目から南１１丁目まで（南６丁目を欠く。）   
西８条北３丁目から北１１丁目まで   
南１丁目から南１１丁目まで（南５・６丁目を欠く。）   
西９条北１丁目から北１１丁目まで（北２丁目を欠く。）   
南１丁目から南１１丁目まで（南２・６丁目を欠く。）   
西１０条北１丁目から北１２丁目まで（北２丁目を欠く。）   
南５丁目から南１０丁目まで   
西１１条北３丁目から北１４丁目まで   
南５丁目から南１１丁目まで   
西１２条北３丁目から北１４丁目まで 



  
南７丁目から南１１丁目まで   
西１３条北４丁目から北１４丁目まで   
西１４条北４丁目から北１４丁目まで   
並美ケ丘１丁目から３丁目まで   
緑町北１丁目から北３丁目まで   
南１丁目から南３丁目まで   
桜ケ丘１丁目から３丁目まで   
丸山１丁目から４丁目まで   
西町１丁目から８丁目まで   
川西１丁目から４丁目まで   
北町１丁目及び２丁目 

 


